
山鹿市景観計画の改定内容等概要版

①景観計画改定の背景・目的

本市では、平成20年に策定した景観計画に基づき、豊かな自然や歴史を活かした美しいまちづくりを進めてきまし た。

しかし、近年の人口減少や新たな開発の進展などの社会状況の変化により景観を取り巻く状況も大きく変化していま す。このことから、本市の現状に即した景観形成の在り方について再定義を行い、今後も引き続き本市の良好な景観 を守り、

育て、創り出していくための指針となるよう景観計画の改定を行います。

今回の改定では、主に以下の内容について見直しを行いつつ、より分かりやすい計画となるように、計画自体の構成等も刷新しました。

将来像の明確化 景観形成基準の見直し 推進方策の追加構成等の見直し

⚫ 主な改定内容について

②構成の見直し

今回の改定にあたり、計画の内容をより分かりやすく伝えられるよう、構成を全面的に見直しました。

現計画の構成を整理・統合つつ、新規での項目も追加し、「現状と課題」から「目標・方針」「景観形成基準などの具体的なルール」「推進方策」までを、順を追って理解できる章立てとしています。

１.はじめに
（１）景観計画改定の背景・目的
（２）景観の定義
（３）景観計画の位置づけ

２.山鹿市の景観特性と課題
（１）山鹿市の景観の成り立ち
（２）山鹿市の景観ゾーンごとの景観特性
（３）景観に関する事業・施策の進捗（新規）
（４）景観に関する市民の意識や行動の変化
（５）良好な景観形成に向けた課題

３.景観計画区域
（１）景観計画区域の考え方
（２）景観計画区域における景観形成の手法
（３）景観形成に向けた取り組みの概要

４.良好な景観形成に関する目標・方針
（１）山鹿市全体の景観形成に関する基本理念（新規）
（２）山鹿市全体の景観形成に関する基本方針（新規）
（３）景観の全体像（新規）
（４）良好な景観形成に向けた考え方（方針の体系）（新規）
（５）景観ゾーンの景観形成に関する方針
（６）景観形成誘導地区等の景観形成に関する方針

５.良好な景観形成のための行為の制限
（１）届出対象行為と景観形成基準について（新規）
（２）大規模建築物等届出地区
（３）特定施設届出地区
（４）景観形成重点地区
（５）景観形成誘導地区

６.景観重要建造物及び景観重要樹木等の指定方針
（１）景観重要建造物・樹木の指定方針
（２）景観重要公共施設の指定方針
（３）重要生活景観要素の指定方針

７.景観農業振興地域整備計画の策定に関する基本的な事項

８.景観形成の推進方策
（１）目標実現に向けた取組の進め方（新規）
（２）計画の進行管理等の考え方（新規）
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概要
序 計画策定の趣旨（どうして景観計画が必要なの？）
序－１：山鹿市における「景観計画」の位置付け
序－２：景観計画に関連する国の施策と法令及び県の施策
序－３：山鹿市における景観形成への取り組み実績

第１部 山鹿市景観基本計画
第１章 「山鹿」の表情（みんなは山鹿の景観をどう思っているの？）＝わがまち山鹿の語り口＝
1-1：山鹿八景・校歌などに描かれる山鹿市の姿
1-2：市民が考える山鹿市の景観の現状と課題
1-3：子ども達の目が捉える山鹿市の景観
1-4：屋外広告物から見た山鹿市の景観

第２章 景観づくりの作法（私にも何かできることがあるの？）＝日々の暮らしの中で一人ひとりが輝くように＝
2-1：山鹿市民が考える景観づくりの知恵 ～市民ワークショップから～
2-2：取り組み方の作法

第３章 景観計画のつくりかた
3-1：景観計画のつくりかた～検討のプロセス～
3-2：景観計画の改善策の立案～これまでの経験から～
3-3：改善策の実現に向けて
3-4：山鹿市の景観計画が扱う計画単位（市全域）
3-5：景観計画の構成（景観形成の仕組み）
3-6：屋外広告物の在り方に関する基本的な指針について（山鹿市の広告景観形成の考え方）

第２部 計画的な景観形成の進め方（これからどんな段取りで進めるの？）＝ 「山鹿市景観計画」の体系＝

第１章 景観計画区域
1-1：景観計画区域の考え方

第２章 山鹿市の景観の成り立ち
2-1：山鹿市景観基本構造分析図

第３章 景観形成に関する行為の制限と基準
3-1：大規模建築物等届出地区
3-2：特定施設届出地区
3-3：景観形成誘導地区
3-5：景観重要建造物及び景観重要樹木等の指定の方針
3-6：景観農業振興地域整備計画の策定に関する基本的な事項

前回計画 目次 改訂版 目次
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③【新規追加】景観に関する事業・施策の進捗

現計画の策定以降に取り組んできた主要な事業を整理し、今後の施策に活かすため、新たに「景観に関する事

業・施策の進捗」の章を設けました。

計画書：2-12～2-19

今回の改定では、計画全体の一貫性を確保し、景観づくりにおける市の姿勢を明確にするため、新たに「基本

理念」と「基本方針」を定めました。

これまでは地区ごとの方針を示していましたが、市全域で共有すべき価値観として基本理念を掲げることで、

市民・事業者・行政が同じ目標に向かって連携するための基盤を築き、関連施策との総合的な展開を図ります。

人の暮らしと自然、歴史文化が育む、温もりある景観のまち やまが

① 自然景観

山鹿市の豊かな自然環境を守り、活かす景観づくり

② 暮らしの景観

歴史・文化・生活が息づく町並みを守り育て、活かす景観づくり

③ 協働による景観

地域の個性を活かした景観づくりを進める仕組みづくり

基本方針

基本理念

⑤【新規追加】景観の全体像・良好な景観形成に向けた考え方（方針の体系）

本市の景観がどのような要素で構成されているかを示す「景観の全体像」と、基本理念から具体的なルール

（景観形成基準）までのつながりを整理した「方針の体系」を新たに追加しました。

計画書：
4-3～4-5

⑥【 新規追加】届出対象行為と景観形成基準について

「どのような場合に届出が必要か（届出対象行為）」と「守るべき具体的なルール（景観形成基準）」の関係性

を分かりやすく説明するため、「届出対象行為と景観形成基準について」を新たに追加しました。

計画書：5-1～5-2④【新規追加】山鹿市全体の景観形成に関する基本理念・基本方針 計画書：
4-1～4-2
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⑦【見直し】景観形成誘導地区での届出対象行為等の追加

これまで市内8地区のうち4地区で定めていた「届出対象行為」と「景観形成基準」について、今回の改定

で、残る未設定の4地区においても、計画策定後から規制に係る周知が浸透してきたため、新たに基準を設

定しました。

これにより、全ての特定地区において具体的なルールに基づく景観誘導が可能となり、市全域でよりきめ

細やかな景観形成を推進していきます。

計画書：5-1～5-2

大規模建築物等届出地区 山鹿市全域

特定施設届出地区 国道3号、325号等の幹線道路沿い

景観形成重点地区 豊前街道山鹿地区

景観形成誘導地区 歴史的町並み地区
菊池往還来民地区
菊池川周辺地区
平小城地区
鞠智城公園周辺地区
岳間地区
番所地区

赤枠：新規追加地区

⑧【見直し】太陽光発電に関する届出対象行為・景観形成基準の設定

近年、太陽光発電施設の設置が全国的に増加おり、本市においても同様の傾向が見られることから、今回

の改定で、一定規模以上の太陽光発電施設を新たに届出の対象としました。

計画書：
5-23～5-74

※土地に自立して設置するもの、メガソーラー等を想定。

住宅などの屋根に設置するものは対象外。
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⑨【新規追加】景観形成の推進方策

市民・事業者・行政が一体となって景観づくりを進めるための指針として、「景観形成の推進方策」を新たに追加しました。

各主体に期待される役割を明らかにするとともに、具体的な取組内容を示すことで、三者の連携を強化し、持続可能な景観まちづくりを目指します。

計画書：8-1～8-3

• 景観形成基準等のルールへの理解・関心
• 清掃、緑化、建物の維持管理など、景観に配慮した行動の実践
• 行政や事業者が行う景観まちづくりや、地域美化活動への協力

• 法令や景観ルールを正しく理解し、景観に配慮した事業活動の実践
• NPOや自治会などと連携した、景観まちづくりや地域美化活動への協力

• 社会情勢や地域ニーズを踏まえた、定期的な景観計画の見直しと制度基盤の強化
• 関係機関との連携と、優先度の高い施策への選択と集中による、効率的で着実な推進
• 届出に対する適切な助言・指導と、分かりやすい情報提供によるルールの普及啓発
• 市民や事業者の参加と協働を促すための、多様な場の設定と運用

市民

事業者

行政

市民・事業者・行政の役割 景観形成の推進に関する取組

① 自然景観
• 道路・河川沿いの清掃支援と適切な維持管理
• 農地バンクによる農地等の活用

② 暮らしの景観
• 景観計画・誘導基準の適切な見直し
• 景観に関する整備事業等の継続的な実施

③ 協働による景観 • 景観まちづくりに関する意識啓発

⑩【新規追加】景観形成基準における使用可能な色彩

景観形成基準で定められた色彩の範囲を視覚的に確認できるよう、参考資料として「景観形成基準における使用

可能な色彩」を新たに追加しました。

⑪【見直し】デザイン・レイアウトの全面的な改善

より親しみやすく、内容を理解しやすい計画書となることを目指し、全体的なデザインやレイアウトの見直しを

行いました。

計画書：参考-1～参考-3

色彩許容範囲がわかる図
（等色相面）を追加

図面等の修正 表の修正

フロー図等の修正

イメージ図の修正

道路名や施設名を追加
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